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阿
比
乃
中
山 

第
六
号 

 

目
次

 
 

  

一
、
戦
前
の
相
模
川
名
勝
・
地
名
地
図 

 
 
 
 
 
 
 

 

一
頁
～
二
頁 

 
 

二
、
寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
古
文
書 

そ
の
二 

 
 
 
 
 

 

三
頁
～
九
頁 

① 

指
上
ヶ
申
一
札
之
事
（
旧
二
本
松 

大
神
田
大
三
氏
蔵
）
四
頁 

② 

指
上
ヶ
申
手
形
之
事
（
県
公
文
書
館 

寸
沢
嵐
村
文
書
）
五
頁 

三
、
津
久
井
郡
村
名
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ 

 
 
 
 
 
 

 

九
頁
～
十
五
頁 

四
、
第
三
回 

内
郷
歴
史
散
策 

～
阿
津
地
区 

 
 
 
 
 

十
五
頁
～
十
七
頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員 

石
川
次
郎 

五
、
与
次
右
衛
門
が
極
刑
に
至
っ
た
こ
と
の
考
察 

 
 
 

 

十
七
頁
～
十
九
頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員 

江
藤
建
市 

  

一
、
戦
前
の
相
模
川
名
勝
・
地
名
地
図 

 

一
頁
下
と
二
頁
の
地
図
は
戦
前
の
「
鮎
漁
つ
り
場
案
内
」
地
図
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年

（
平
成
二
十
三
年
）
市
の
何
か
の
展
示
会
場
で
筆
者
が
撮
影
し
た
写
真
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
鈴
木
重
光
氏
所
蔵
の
物
で
あ
ろ
う
。
相
模
湖
や
津
久
井
湖
が
築
造
さ
れ
な
い
前
の
相
模

川
沿
い
の
名
勝
と
地
字
・
地
名
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
昔
の
津
久
井
の
貴
重
な
絵
図
が

表
に
出
な
い
で
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
市
立
博
物
館
の
宝
の
持
ち
腐
れ
と
な
る
事

を
恐
れ
て
撮
影
し
て
置
い
た
。
大
事
な
津
久
井
の
過
去
の
資
料
絵
図
が
地
元
を
離
れ
、
す

ぐ
に
見
ら
れ
る
事
な
く
、
忘
れ
去
ら
れ
て
行
く
事
は
と
て
も
残
念
で
あ
る
。 

 

      

    

阿
比
乃

あ

ひ

の

中
山

な

か
や

ま 
 

 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
報 

第
六
号 

令
和
元
年
九
月
一
日
発
刊 

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日 

創
刊 

号
号
） 

 

 

戦前の与瀬・勝瀬・内郷・千木良と相模川地名絵図 
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戦前の藤野周辺と相模川地名絵図 

 
戦前の津久井周辺と相模川地名絵図 

 
戦前の城山周辺と相模川地名絵図 
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二
、
寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
古
文
書 

そ
の
二 

 

平
成
二
十
九
年
八
月
、
『
阿
比
乃
中
山
』
第
二
号
で
「
寸
沢
嵐
・
若
柳
村
の
お
鷹
場
に

つ
い
て
」
と
題
し
、
寸
沢
嵐
村
に
残
る
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
二
月
一
日
付
の
古
文

書
「
指
上
申
一
札
之
事
」
（
旧
二
本
松 

大
神
田
大
三
氏
蔵
）
写
真
１
を
解
読
し
て
解
説

し
て
み
た
。 

第
二
号
と
重
複
す
る
が
、
鷹
場
制
度
を
完
成
整
備
し
た
の
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
時

で
、
鷹
場
が
指
定
さ
れ
た
の
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
十
月
、
江
戸
か
ら
お
よ
そ
五
里

四
方
（
二
十
㎞
四
方
）
が
将
軍
の
鷹
場
に
指
定
さ
れ
た
。
寛
永
十
年
二
月
に
は
、
尾
張
・

紀
伊
・
水
戸
家
の
御
三
家
に
も
江
戸
よ
り
五
里
（
二
十
ｋ
）
か
ら
十
里
（
四
十
ｋ
）
の
間

を
鷹
場
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
十
月
に
は
加
賀
前

田
家
に
武
蔵
・
相
模
の
内
、
百
四
十
八
ヶ
村
が
与
え
ら
れ
、
城
山
で
は
上
・
下
川
尻
村
と

中
沢
村
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。
（
『
城
山
町
史 

通
史
編 
近
世
』
） 

 

加
賀
前
田
家
に
寛
永
十
三
年
十
月
、
武
蔵
・
相
模
の
内
、
百
四
十
八
ヶ
村
を
鷹
場
と
し

て
与
え
ら
れ
、
「
上
下
川
尻
村
・
中
沢
村
」
も
こ
れ
に
指
定
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
津
久
井

で
は
、
こ
の
地
以
西
の
村
々
で
鷹
場
に
関
す
る
古
文
書
等
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な

い
。
寛
永
十
三
年
二
月
一
日
付
の
古
文
書
（
写
真
１
）
が
寸
沢
嵐
村
に
存
在
し
た
と
言
う

事
は
、
松
平
加
賀
守
の
御
鷹
場
指
定
以
前
か
ら
寸
沢
嵐
村
は
、
将
軍
指
定
の
御
鷹
場
指
定

が
既
に
な
さ
れ
て
い
た
と
言
う
事
に
な
る
。
松
平
加
賀
藩
に
上
・
下
川
尻
村
と
中
沢
村
等

の
鷹
場
指
定
と
同
年
代
で
は
あ
る
が
、
そ
の
指
定
は
十
月
な
の
で
、
こ
の
古
文
書
は
そ
れ

よ
り
半
年
以
上
前
の
御
鷹
場
に
関
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
様
で
あ
っ
た
。 

一
、
御
鷹
場
の
近
所
で
炭
焼
き
を
致
す
者
は
処
罰
さ
れ
て
も
迷
惑
で
は
な
く
、
若
し
背
く 

も
の
が
あ
っ
た
ら
仲
間
同
志
で
調
べ
上
げ
る
事
。 

一
、
欅
な
ど
伐
る
者
が
あ
っ
た
な
ら
、
仲
間
同
士
で
あ
ら
た
め
る
よ
う
に
す
る
事
。 

一
、
焚
き
木
で
あ
っ
て
も
御
鷹
場
の
近
所
で
は
伐
ら
な
い
事
。 

 

右
の
規
則
を
破
る
輩
が
い
た
場
合

は
、
ど
の
様
な
罪
科
を
受
け
て
も
恨

む
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

右
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
寸

沢
嵐
村
の
山
野
か
御
林
が
、
徳
川
家

御
三
家
や
松
平
加
賀
守
御
鷹
場
と
し

て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ

っ
た
事
を
表
し
て
い
る
。
御
鷹
場
と

し
て
利
用
さ
れ
る
と
そ
の
村
々
は
莫

大
な
村
入
用
が
課
さ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
寸
沢
嵐
村
に
は
そ
の
様
な

古
文
書
や
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
な

い
。
江
戸
か
ら
二
十
キ
ロ
か
ら
四
十

キ
ロ
の
村
に
御
鷹
場
が
指
定
さ
れ
た

と
い
う
が
、
こ
の
寸
沢
嵐
村
は
指
定

の
限
界
地
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
将
軍
幕
府
の
御
三
家
が

こ
の
様
な
山
間
僻
地
に
ま
で
鷹
狩
に

来
る
こ
と
は
ま
ず
は
あ
り
得
な
い
事

で
あ
る
。
寸
沢
嵐
村
や
若
柳
村
に
残

る
お
鷹
場
関
係
の
古
文
書
に
つ
い
て

は
、
筆
者
資
料
と
し
て
第
二
号
へ
も

掲
載
し
た
写
真
１
の
他
に
、
次
の

「
指
上
ヶ
申
一
札
之
事
」
（
写
真

２
）
と
「
指
上
ヶ
申
手
形
之
事
」

（
写
真
３
）
が
あ
る
事
が
分
っ
た
。

今
回
第
六
号
で
は
こ
の
様
な
前
回
の

第
二
号
の
内
容
も
踏
ま
え
て
、
今
回

の
①
②
の
古
文
書
を
紐
解
い
て
み
る

事
に
す
る
。 

写真１ 「指上申一札之事」 寛永 13 年 2 月 1 日付  右：前半部 左：後半部 （解読：阿比乃中山 第 2 号掲載済） 
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① 

指
上
ヶ
申
一
札
之
事
（
旧
二
本
松 

大
神
田
大
三
氏
蔵
） 

写
真
２ 

  

指
上
ヶ
申
一
札
之
事 

一
御
た
か
山
全
と
う
ニ
山
廻
い
た
し
其
上 

 

□
□
も
き
り
申
候
者
、
何
様
之
曲
事
可
被 

仰
付
候
と
も
御
う
ら
み
存
間
敷
候
、
な
ら 

び
ニ
御
林
あ
つ
か
り
申
候
御
下
く
さ
ニ
て 

も
き
り
取
申
間
敷
候
、
若
き
り
申
候
者
、 

五
人
組
ゟ
可
申
上
候
、
わ
き
〱
ゟ
申
上
候 

 

者
、
当
人
の
義
は
ゞ
不
及
申
、
其
組
中
は
ゞ 

 

曲
事
ニ
可
被
仰
付
候
、
為
後
日
、
依
如
件 

 
 

寛
永
二
十
年 

 
 
 
 
 

未
十
一
月
二
十
三
日 

 

新
左
衛
門 

○印 
(

関
口 

堂
の
前
・
大
神
田) 

 

小
兵
衛 

 

○印 
(

関
口 

栗
原
せ
ど
・
上
杉) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
左
衛
門 

○印 
(

関
口 

上
川
・
岡
本) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
左
衛
門 

○印 
(

増
原 

と
な
り
・
斎
藤) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甚
右
衛
門 

○印 
(

道
志 

転
出
・
榎
本) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源 

蔵 
 

○印 
(

増
原 

蔵
の
後
・
江
藤) 
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② 

指
上
ヶ
申
手
形
之
事
（
県
公
文
書
館 

寸
沢
嵐
村
文
書 

状
３
）
写
真
３ 

 

 

指
上
申
手
形
之
事 

一
御
た
か
山
御
け
ん
ふ
ん
に
越
川
金
左
衛
門
殿
被
成 

御
座
候
而
、
山
あ
れ
申
候
付
、
事
の
外
せ
ん 

 

さ
く
被
成
候
、
其
上
江
戸
へ
参
木
村
久
左
衛
門
様 

 

林
惣
兵
衛
様
へ
申
上
候
由
、
我
等
方
へ
堅
被
仰 

 

付
候
へ
く

？

？

も
、
さ
ま
〱
御
訴
訟
仕
、
此
上
し 

 

た
き
成
と
も
む
さ
と
き
り
取
申 

間
敷
候
、
も
し
あ
れ
候
は
ゞ
我
等
迷
惑
ニ 

可
被
仰
付
候
、
為
其
手
形
指
上
ヶ
申
候
、
以
上 

  

万
治
二
年 

 
 
 
 
 
 
 

 

道
志
村 

 
 
 
 

 
 
 
 

亥 

卯
月
二
十
日 

 
 

 

佐
次
右
衛
門
○印
（
増
原 

西
・
長
谷
川
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
右
衛
門
○印
（
増
原 

堂
の
下
・
神
保
カ
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

大
谷
金
十
郎
殿 

 
 
 
 

八
左
衛
門
○印
（
道
志 

東
・
山
口
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
太
郎 

○印
（
道
志 

庄
兵
衛
・
榎
本
カ
） 

又
右
衛
門
○印
（
道
志 

島
津
） 

 
 
 
 
 
 

孫
兵
衛 

○印
（
増
原 

橋
場
・
神
保
） 

七
左
衛
門
○印
（
道
志 

隠
居
・
島
津
） 

 
 

源
左
衛
門
○印
（
？
） 

小
右
衛
門
○印
（
道
志 

転
出
・
岩
田
） 

 
 
 

所
左
衛
門
○印
（
道
志 

酒
屋
・
押
田
） 

藤
兵
衛 
○印
（
道
志 

あ
っ
ち
畑
・
島
津
）

長
左
衛
門
○印
（
道
志 

大
下
・
井
草
） 
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尚
、
古
文
書
解
読
は
古
文
書
の
破
損
や
、
筆
者
未
熟
者
故
、
解
読
で
き
な
い
個
所
も
あ

り
、
そ
れ
ら
の
個
所
は
□
で
示
し
て
い
る
。 

解
説 前

回
第
二
号
の
寛
永
十
三
年
の
お
鷹
場
の
古
文
書
（
写
真
１
）
で
、
筆
者
は
古
文
書
の

末
尾
に
寛
永
年
間
頃
の
寸
沢
嵐
村
の
主
要
名
請
耕
作
人
の
名
前
が
な
く
、
ま
た
押
印
の
な

き
者
も
あ
り
、
下
層
農
民
が
お
鷹
場
周
辺
を
開
発
し
て
新
し
く
名
請
耕
作
人
に
な
っ
た
者

や
、
御
鷹
場
周
辺
を
開
墾
中
の
百
姓
が
、
村
の
名
主
当
て
に
お
鷹
場
内
の
禁
制
を
受
け
入

れ
た
御
請
書
と
考
え
る
事
が
出
来
る
と
推
測
し
た
が
、
筆
者
の
墓
地
調
査
や
過
去
帳
か
ら

作
成
し
た
寸
沢
嵐
村
内
各
家
の
「
江
戸
時
代
俗
名
変
遷
表
」
と
照
合
し
た
結
果
、
寸
沢
嵐

村
内
の
小
名
「
道
志
」
「
増
原
」
「
関
口
」
に
住
む
名
請
耕
作
人
で
あ
る
事
が
判
明
し

た
。
そ
の
結
果
、
「
お
鷹
場
」
は
こ
れ
ら
の
小
名
内
に
接
す
る
山
と
判
断
で
き
、
い
わ
ゆ

る
「
道
志
山
御
林
」
と
言
わ
れ
る
石
老
山
の
東
側
一
部
と
判
断
す
る
事
が
で
き
た
。 

①
の
「
指
上
ヶ
申
一
札
之
事
」
の
古
文
書
（
写
真
２
）
は
、
写
真
１
の
寛
永
十
三
年
二

月
の
文
書
よ
り
七
年
後
の
寛
永
二
十
年
十
一
月
の
も
の
で
あ
る
。
寛
永
十
三
年
（
一
六
三

六
）
の
古
文
書
で
は
最
初
に
「
お
鷹
場
」
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
①
の
古
文
書

（
写
真
２
）
で
は
「
お
鷹
山
」
と
書
か
れ
て
い
る
事
は
、
こ
の
場
所
が
鷹
に
関
す
る
山
で

あ
る
事
は
理
解
さ
れ
る
。
お
鷹
場
と
あ
る
事
か
ら
領
主
の
鷹
に
よ
る
狩
猟
場
で
あ
ろ
う

か
。
寛
永
年
間
の
こ
の
地
の
代
官
は
日
連
出
身
の
守
屋
佐
太
夫
行
吉
で
在
任
期
間
は
寛
永

四
年
（
一
六
二
七
）
か
ら
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
古
文
書
は
守

屋
佐
太
夫
行
吉
の
在
任
期
間
内
の
も
の
で
、
地
元
に
詳
し
い
守
屋
佐
太
夫
が
お
鷹
場
と
し

て
推
挙
し
、
寸
沢
嵐
村
に
お
鷹
場
山
が
幕
府
よ
り
指
定
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
鼠

坂
関
所
が
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
開
設
さ
れ
、
寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
（
お
鷹
山
）
も

鼠
坂
関
所
の
す
ぐ
脇
で
あ
る
。
鷹
場
制
度
を
完
成
整
備
し
た
の
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の

時
で
、
鷹
場
が
指
定
さ
れ
た
の
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
十
月
で
、
江
戸
か
ら
お
よ
そ

五
里
四
方
（
二
十
㎞
四
方
）
が
将
軍
の
鷹
場
に
指
定
さ
れ
た
。 

ま
た
、
年
代
不
明
の
「
覚 

酉
十
一
月
七
日
」
と
い
う
、
お
鷹
場
と
鼠
坂
関
所
に
関
す

る
立
派
な
古
文
書
が
、
相
模
湖
山
口
芳
文
家
に
残
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
古
文
書
は
寛
文
九

年
（
一
六
六
九
）
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
「
相
州
に
松
平
加
賀
守
の
鷹
場
が

あ
り
、
甲
州
よ
り
柿
と
葡
萄
を
取
り
寄
せ
る
為
、
小
者
二
人
を
遣
わ
し
て
い
る
の
で
、
鼠

坂
関
所
を
不
服
申
し
立
て
な
く
通
し
て
く
れ
る
様
、
お
頼
み
申
す
」
（
相
模
湖
歴
史
研
究

会
報
創
刊
号
に
掲
載
済
）
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
松
平
加
賀
守
に
つ
い
て
相
模
湖
町
史
で

は
加
賀
藩
は
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
十
月
以
来
鷹
場
を
拝
領
し
て
き
た
が
、
五
代
将

軍
綱
吉
の
生
類
憐
み
の
令
で
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
十
月
こ
れ
を
返
上
。
こ
の
時
期
の

加
賀
守
は
前
田
綱
紀
で
あ
る
と
し
、
綱
紀
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
生
ま
れ
。
鷹
場

は
津
久
井
領
で
は
三
井
村
・
中
沢
村
・
川
尻
村
で
鷹
狩
が
行
わ
れ
、
新
戸
村
（
相
模
原
）

に
は
御
旅
屋
が
あ
り
、
こ
こ
を
拠
点
に
鷹
狩
や
猪
狩
が
催
さ
れ
た
と
あ
る
。
酉
年
は
、
明

暦
三
年
（
一
六
五
七
）
・
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
・
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
で
可
能

性
の
高
い
の
は
寛
文
九
年
と
し
て
い
る
。
綱
紀
の
年
は
明
暦
三
年
で
は
十
四
歳
、
寛
文
九

年
で
は
二
十
六
歳
、
天
和
元
年
は
三
十
八
歳
、
鷹
狩
を
す
る
年
齢
的
な
判
断
か
ら
寛
文
九

年
か
天
和
元
年
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
町
史
で
は
加
賀
藩
史
料
の
寛
文
九
年
に

「
閏
十
月
十
八
日
、
前
田
綱
紀
江
戸
を
発
し
て
相
模
新
戸
村
に
狩
猟
す
」
、
「
十
一
月
十

三
日
江
戸
御
帰
」
と
あ
り
、
こ
の
古
文
書
「
甲
州
よ
り
柿
と
葡
萄
を
松
平
加
賀
守
の
鷹
場

ま
で
運
ぶ
の
で
、
鼠
坂
関
所
を
通
し
て
く
れ
る
様
に
・
・
」
は
寛
文
九
年
酉
十
一
月
七
日

の
可
能
性
が
高
い
。 

①
の
寛
永
二
十
年
十
一
月
の
古
文
書
（
写
真
２
）
と
研
究
会
会
報
第
二
号
掲
載
の
寛
永

十
三
年
二
月
の
寸
沢
嵐
村
お
鷹
場
古
文
書
（
写
真
１
）
を
考
え
て
見
る
と
、
前
述
の
よ
う

に
鼠
坂
関
所
の
開
設
時
期
の
寛
永
八
年
や
家
光
の
鷹
場
指
定
時
期
が
寛
永
五
年
、
松
平
加

賀
守
の
相
模
で
の
お
鷹
場
開
設
が
寛
永
十
三
年
十
月
、
寸
沢
嵐
村
お
鷹
場
古
文
書
は
同
じ

寛
永
十
三
年
二
月
で
、
同
年
で
も
八
ケ
月
前
の
お
鷹
場
に
関
す
る
古
文
書
史
料
が
寸
沢
嵐

村
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
守
屋
佐
太
夫
行
吉
在
任
期
間
が
寛
永
四
年
（
一
六
二

七
）
か
ら
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
寸
沢
嵐
村

の
お
鷹
場
・
お
鷹
山
と
は
加
賀
松
平
家
や
大
名
の
お
鷹
場
で
は
な
く
、
幕
府
直
轄
の
お
鷹

場
と
考
え
る
事
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
幕
府
の
寸
沢
嵐
村
お
鷹
場
指
定
に
は
、
甲
州
街
道

の
小
仏
関
所
や
脇
往
還
と
し
て
の
鼠
坂
関
所
も
あ
り
治
安
的
に
も
安
全
な
事
、
ま
た
寸
沢

嵐
村
の
代
官
が
近
村
の
日
連
村
出
身
の
守
屋
佐
太
夫
行
吉
で
あ
る
事
、
さ
ら
に
甲
州
街
道

の
開
設
で
、
江
戸
よ
り
の
交
通
の
便
も
良
く
、
鷹
狩
り
好
き
の
将
軍
家
光
の
時
代
に
は
適

し
た
場
所
で
あ
っ
た
事
が
伺
え
る
。
し
か
し
実
際
に
こ
の
地
へ
鷹
狩
り
に
来
る
事
は
な
か

っ
た
。 
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『
城
山
町
史
６ 

通
史
編
近
世
』
で
は
、
江
戸
か
ら
十
里
（
約
四
十
㎞
）
内
外
か
ら
二

十
里
（
約
八
十
㎞
）
辺
り
ま
で
は
「
促
飼
場
（
と
ら
え
か
い
ば
）
」
と
言
う
鷹
の
実
地
訓

練
や
鳥
類
の
調
達
・
鷹
の
餌
の
採
集
を
行
う
場
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
様

な
鷹
場
指
定
や
「
促
飼
場
」
の
設
定
は
江
戸
周
辺
農
村
の
支
配
強
化
と
大
名
・
旗
本
・
幕

府
の
領
地
が
複
雑
に
入
り
込
む
こ
と
か
ら
支
配
体
制
の
不
備
を
補
強
す
る
た
め
こ
の
鷹
場

制
度
を
利
用
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
寸
沢
嵐
村
は
江
戸
よ
り

約
５
０
㎞
の
地
点
で
あ
り
、
お
鷹
場
に
適
し
た
平
地
で
は
な
い
。
寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
・

お
鷹
山
の
古
文
書
は
領
主
の
鷹
狩
り
の
場
所
で
は
な
く
、
鷹
狩
の
実
地
訓
練
す
る
場
所
や

鷹
の
餌
の
採
集
を
行
っ
た
場
所
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
・
お
鷹

山
は
鷹
狩
り
で
捉
え
る
兎
や
鳥
類
を
生
け
捕
り
に
し
て
、
幕
府
将
軍
や
大
名
の
鷹
場
に
放

ち
、
そ
れ
を
鷹
狩
り
す
る
、
そ
の
為
の
「
お
鷹
山
・
お
鷹
場
」
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま

た
、
「
促
飼
場
」
の
設
定
に
つ
い
て
は
「
江
戸
周
辺
農
村
の
支
配
強
化
と
大
名
・
旗
本
・

幕
府
の
領
地
が
複
雑
に
入
り
込
む
こ
と
か
ら
支
配
体
制
の
不
備
を
補
強
す
る
た
め
」
と
あ

る
が
、
寸
沢
嵐
村
は
元
和
四
年
迄
、
旗
本
貴
志
弥
兵
衛
の
私
領
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

為
、
寸
沢
嵐
村
内
の
旗
本
領
地
の
監
視
・
警
備
と
、
村
内
幕
府
支
配
体
制
の
強
化
も
兼

ね
、
お
鷹
場
・
お
鷹
山
を
設
定
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
支
配
体
制
強
化
に
は
脇
往
還
と
し

て
の
鼠
坂
関
所
の
周
辺
に
お
鷹
場
を
設
定
し
た
事
も
そ
の
意
味
す
る
処
か
も
知
れ
な
い
。 

①
の
古
文
書
内
容
を
検
討
す
る
と
、
解
読
困
難
な
個
所
も
あ
る
が
、
「
お
鷹
山
を
猥
に

廻
り
歩
き
、
木
を
伐
っ
た
り
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
罰
を
言
い
渡
さ
れ
て
も
恨
ま

な
い
事
、
そ
し
て
御
林
と
し
て
預
か
っ
て
い
る
の
で
、
下
草
な
り
と
も
切
り
取
り
は
し
な

い
事
、
も
し
切
り
取
っ
た
者
が
い
た
な
ら
五
人
組
よ
り
申
し
上
げ
る
事
、
他
か
ら
発
覚
し

た
な
ら
ば
当
人
は
も
ち
ろ
ん
、
五
人
組
も
罪
を
咎
め
ら
れ
る
事
」
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の

古
文
書
は
後
欠
な
の
で
宛
先
不
明
で
あ
る
が
、
寛
永
十
三
年
二
月
一
日
付
の
お
鷹
場
古
文

書
（
写
真
１
）
よ
り
後
、
七
年
後
の
寛
永
二
十
年
で
あ
る
の
で
、
寛
永
十
三
年
と
同
じ
若

柳
村
名
主
鈴
木
佐
之
助
・
寸
沢
嵐
村
名
主
大
谷
孫
右
衛
門
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
①
の
古

文
書
に
書
か
れ
た
差
出
人
百
姓
の
人
数
は
寛
永
十
三
年
の
古
文
書
よ
り
少
な
い
（
写
真

１
）
。
さ
ら
に
、
筆
者
作
成
の
寸
沢
嵐
村
「
江
戸
時
代
俗
名
変
遷
表
」
と
照
合
し
た
結

果
、
小
名
が
関
口
・
増
原
・
道
志
の
耕
作
人
で
あ
り
、
先
述
の
通
り
、
年
代
的
に
も
寛
永

十
三
年
の
古
文
書
（
写
真
１
）
よ
り
七
年
後
の
古
文
書
で
、
年
代
的
に
差
が
な
い
の
で
、

こ
の
①
の
古
文
書
は
寸
沢
嵐
村
大
谷
孫
右
衛
門
へ
差
し
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
「
な
ら
び
に
御
林
あ
つ
か
り
申
候
御
下
く
さ
ニ
て
も
き
り
取
申
間
敷
候
・
・
」

と
あ
る
の
で
、
実
際
は
お
鷹
山
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
将
軍
家
の
お
鷹
場
と
し
て
の
利
用

は
な
く
、
寸
沢
嵐
村
に
残
存
す
る
古
文
書
を
見
て
も
将
軍
や
御
三
家
が
寸
沢
嵐
村
の
お
鷹

場
に
来
ら
れ
た
と
い
う
内
容
の
古
文
書
は
残
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
徐
々
に
幕
府
管
轄
の

お
鷹
場
の
山
も
御
林
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
、
最
終
的
に
は
寸
沢
嵐
村
の
「
道
志
山
御

林
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

③
の
「
指
上
ヶ
申
手
形
之
事
」
（
写
真
３
）
古
文
書
に
つ
い
て
解
説
す
る
事
に
す
る

と
、
こ
の
古
文
書
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
卯
月
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
時
代
で
は

卯
月
は
四
月
で
あ
る
の
で
、
四
月
二
十
日
付
け
の
古
文
書
と
い
う
事
に
な
る
。
①
の
古
文

書
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
十
一
月
二
十
三
日
よ
り
十
六
年
後
の
古
文
書
と
い
う
事

に
な
る
か
ら
年
代
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
過
去
の
も
の
で
は
な
い
。
差
出
人
は
俗
名
分
析
か
ら

道
志
村
の
小
名
と
し
て
増
原
、
関
口
、
道
志
の
名
請
耕
作
人
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
地

元
の
筆
者
が
江
戸
時
代
の
こ
の
時
期
を
考
え
る
に
、
道
志
村
に
増
原
や
関
口
地
区
が
含
ま

れ
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
事
は
筆
者
の
残
存
す
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
分
析
か

ら
し
て
み
て
も
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
寸
沢
嵐
村
は
一
村
二
名
主
制
が
と
ら
れ
て
い
た
事

が
分
か
り
、
一
村
で
あ
り
な
が
ら
寸
沢
嵐
村
の
名
主
と
は
別
に
小
名
道
志
村
に
角
左
衛
門

と
い
う
名
主
が
い
た
。
こ
の
②
の
古
文
書
で
明
ら
か
の
様
に
、
江
戸
時
代
後
期
の
寸
沢
嵐

村
内
は
小
名
で
あ
る
道
志
村
が
存
在
し
、
道
志
内
の
百
姓
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
に
小
名

増
原
と
関
口
の
耕
作
人
百
姓
も
道
志
村
内
の
村
政
に
加
わ
っ
て
い
た
事
が
分
か
る
の
で
あ

る
。 ②

の
古
文
書
（
写
真
３
）
は
、
先
述
の
通
り
①
の
古
文
書
の
寛
永
二
十
年
か
ら
十
六
年

後
で
、
こ
の
古
文
書
に
も
冒
頭
に
「
お
鷹
山
」
と
あ
り
、
依
然
と
し
て
お
鷹
場
と
し
て
の

役
割
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
お
鷹
山
の
見
聞
に
越
川
金
左
衛
門
な
る
役
人
が
来
て
山
が
荒

れ
て
い
た
の
を
検
分
し
た
。
そ
し
て
、
金
左
衛
門
は
お
鷹
山
の
状
態
を
細
か
い
所
ま
で
調

べ
た
よ
う
で
、
江
戸
へ
戻
り
木
村
久
左
衛
門
様
、
林
惣
兵
衛
様
に
申
し
上
げ
る
旨
を
、
堅

く
道
志
村
耕
作
人
へ
仰
せ
付
け
、
訴
訟
に
も
発
展
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
為
、
耕
作
人

は
こ
れ
か
ら
下
木
な
り
と
も
、
訳
も
な
く
切
り
取
ら
な
い
事
を
約
束
し
、
若
し
お
鷹
山
が

荒
れ
た
な
ら
ば
、
百
姓
の
私
達
に
も
迷
惑
が
掛
か
る
の
で
、
禁
制
を
順
守
す
る
手
形
を
、

寸
沢
嵐
村
役
人
の
大
谷
金
十
郎
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
①
②
の
古
文
書
は
寛
永
十
三
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年
二
月
一
日
付
の
古
文
書
「
指
上
申
一
札
之
事
」
（
写
真
１
）
と
同
様
、
宛
先
は
幕
府
の

代
官
宛
で
な
く
、
寸
沢
嵐
村
村
内
の
名
主
又
は
役
人
宛
で
あ
る
事
が
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。 お

鷹
場
に
つ
い
て
、
色
々
調
べ
て
み
る
と
幕
府
の
組
織
に
「
鳥
見
役
」
な
る
組
織
が
あ

り
、
鷹
匠
系
と
鳥
見
役
系
が
あ
り
、
鳥
見
役
系
は
将
軍→

若
年
寄→

鳥
見
組
頭→

鳥
見
役

の
流
れ
と
な
る
。
そ
し
て
、
「
鳥
見
役
（
と
り
み
や
く
）
」
は
鷹
狩
を
行
う
現
地
（ 

鷹

狩
場
）
に
お
け
る
鳥
の
生
息
状
況
を
監
視
し
て
よ
り
獲
物
の
多
い
場
所
へ
と
導
く
役
割
を

担
っ
た
。
そ
し
て
、
鷹
場
の
巡
回
と
支
配
を
行
う
鳥
見
組
頭
一
名
、
配
下
に
八
名
の
鳥
見

役
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。 

こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
る
と
、
②
の
古
文
書
内
で
越
川
金
左
衛
門
は
「
殿
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
の
で
鳥
見
頭
配
下
の
鳥
見
役
が
こ
の
頃
、
石
老
山
の
お
鷹
場
の
現
地
調
査
に
赴
い
て

き
た
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
木
村
久
左
衛
門
と
林
惣
兵
衛
は
「
様
」
付
け
で

あ
る
の
で
、
鳥
見
組
頭
に
相
当
す
る
人
物
と
推
定
さ
れ
る
。 

お
鷹
場
に
つ
い
て
は
、
相
模
湖
町
史
や
城
山
町
史
で
は
こ
の
時
代
の
鷹
場
に
つ
い
て

は
、
加
賀
藩
の
前
田
綱
紀
が
三
井
村
・
中
沢
村
・
川
尻
村
や
相
模
原
の
新
戸
村
の
鷹
場
を

利
用
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
確
た
る
古
文
書
等
は
存
在
し
な
い
様
で
あ

る
。
寸
沢
嵐
村
の
「
お
鷹
場
」
「
お
鷹
山
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
述
し
て
来
て
い
る

様
に
、
加
賀
の
前
田
家
が
鷹
場
と
し
て
相
模
原
の
地
を
拝
領
す
る
以
前
に
、
寸
沢
嵐
村
は

幕
府
の
鷹
場
と
し
て
の
指
定
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
ま
た
、
実
際
は
領
主
の
鷹
狩
り

の
場
所
で
は
な
く
、
鷹
狩
の
実
地
訓
練
す
る
場
所
や
鷹
の
餌
の
採
集
を
行
っ
た
場
所
で
、

寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
・
お
鷹
山
は
鷹
狩
り
で
捉
え
る
兎
や
鳥
類
を
生
け
捕
り
に
し
て
、
幕

府
将
軍
や
大
名
の
鷹
場
に
放
ち
、
そ
れ
を
鷹
狩
り
す
る
、
そ
の
為
の
「
お
鷹
山
・
お
鷹

場
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
鳥
見
役
と
思
わ
れ
る
人
物
が
山
の
荒
れ
具
合
を
御
検
分

に
来
た
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
古
文
書
は
、
津
久
井
で
の
「
お
鷹
場
」
「
お
鷹
山
」
「
鷹

狩
り
」
を
考
え
る
上
に
貴
重
な
史
料
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

「
相
模
湖
歴
史
研
究
会
報 

第
二
号
」
と
内
容
が
重
複
す
る
が
、
御
鷹
場
と
し
て
利
用

さ
れ
る
と
そ
の
村
々
は
莫
大
な
村
入
用
が
課
さ
れ
た
と
い
う
。
幸
い
若
柳
・
寸
沢
嵐
村
に

は
そ
の
様
な
古
文
書
や
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
江
戸
か
ら
五
里
（
二
十
㎞
）
四
方
の

村
に
御
鷹
場
が
指
定
さ
れ
た
と
い
う
が
、
こ
の
二
村
は
指
定
外
の
五
十
㎞
で
あ
る
。
将
軍

幕
府
の
御
三
家
が
こ
の
様
な
山
間
僻
地
に
ま
で
鷹
狩
に
来
る
こ
と
は
ま
ず
は
あ
り
得
な
い

事
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
鷹
場
の
山
は
深
山
幽
谷
の
石
老
山
の
続
き
の
山
で
あ
る
か
ら
、

当
時
と
し
て
は
鳥
類
や
兎
・
狼
・
狐
な
ど
豊
富
な
山
で
あ
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
鷹
狩
り
に

於
け
る
兎
や
鳥
類
を
捉
え
る
場
所
、
鷹
の
餌
場
、
或
い
は
、
石
老
山
辺
り
に
は
「
鷹
狩

り
」
の
為
の
鷹
も
生
息
す
る
場
所
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

尚
、
余
談
で
あ
る
が
大
正
五
年
に
は
、
石
老
山
や
相
野
山
（
間
の
山
）
へ
山
階
宮
芳
麿

王
殿
下
、
賀
陽
宮
恒
憲
王
殿
下
と
同
級
生
百
五
十
人
が
、
中
央
線
を
利
用
し
て
兎
狩
り
に

来
て
い
る
。
ま
た
、
石
老
山
の
虎
伏
岩
の
裏
側
に
文
政
三
年
建
立
の
江
川
太
郎
左
衛
門
が

愛
し
た
と
い
う
鷹
を
供
養
し
た
「
鷹
の
墓
」
が
あ
っ
た
が
、
最
近
紛
失
し
た
ら
し
く
今
は

面
影
が
な
く
残
念
で
あ
る
。 

 

②
の
古
文
書
の
宛
先
に
つ
い
て
は
、
「
大
谷
金
十
郎
殿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
人

物
は
寸
沢
嵐
村
の
有
力
人
物
で
、
寛
永
十
三
年
二
月
一
日
の
古
文
書
（
写
真
１
）
の
後
半

部
分
の
宛
先
に
は
鈴
木
佐
之
助
様
・
大
谷
孫
右
衛
門
様
と
あ
り
（
阿
比
乃
中
山 

第
二
号

に
後
半
部
は
掲
載
済
）
、
こ
の
大
谷
孫
右
衛
門
の
子
供
が
大
谷
金
十
郎
と
な
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
宛
先
は
寸
沢
嵐
村
の
名
主
相
当
の
人
物
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
先
述
の
通

り
、
写
真
１
の
古
文
書
「
指
上
申
一
札
之
事
」
の
宛
先
は
鈴
木
佐
之
助
・
大
谷
孫
右
衛
門

様
で
あ
る
が
、
こ
の
古
文
書
は
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
で
あ
り
、
写
真
３
の
古
文
書

②
「
指
上
申
手
形
之
事
」
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
で
、
こ
の
②
の
古
文
書
は
二
十
三

年
後
の
も
の
で
あ
る
事
か
ら
判
断
す
る
と
、
古
文
書
の
宛
先
、
大
谷
金
十
郎
は
孫
右
衛
門

の
子
供
と
理
解
さ
れ
る
。 

元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
、
寸
沢
嵐
郷
領
主
・
貴
志
弥
兵
衛
正
盛
は
嗣
子
無
く
、
寸
沢

嵐
郷
は
上
給
さ
れ
た
。
そ
し
て
元
和
五
年
、
代
官
守
屋
佐
太
夫
行
広
の
手
で
検
地
が
成
さ

れ
、
そ
の
検
地
帳
「
貴
志
弥
兵
衛
上
給
寸
沢
嵐
郷
御
地
詰
帳
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

検
地
帳
分
析
で
は
、
大
谷
孫
右
衛
門
は
寸
沢
嵐
村
の
名
請
耕
作
人
中
、
総
耕
作
高
は
一
位

の
喜
左
衛
門
、
二
位
・
五
郎
左
衛
門
、
三
位
・
二
郎
左
衛
門
、
四
位
・
理
右
衛
門
に
次
い

で
、
第
五
位
の
耕
作
高
で
あ
っ
た
。
寸
沢
嵐
村
に
於
い
て
は
、
か
な
り
の
有
力
農
民
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
寸
沢
嵐
村
に
は
名
主
「
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
」
が
あ
る
が
、
こ
の
名

主
与
次
右
衛
門
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
八
月
十
五
日
、
「
百
姓
と
野
論
の
儀
に
付
き
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非
公
事
仕
り
」
が
原
因
で
、
御
公
儀
様
の
命
令
に
よ
り
お
仕
置
き
を
仰
せ
付
け
ら
れ
処
刑

さ
れ
た
。
名
主
与
次
右
衛
門
は
元
和
五
年
の
検
地
で
は
総
耕
作
高
第
九
位
で
、
孫
右
衛
門

と
は
同
時
代
に
生
き
て
い
る
事
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
与
次
右
衛
門
処
刑
後
の
跡
地
は
大

谷
孫
右
衛
門
と
若
柳
村
の
名
主
鈴
木
伊
右
衛
門
が
預
か
り
年
貢
等
を
収
め
て
い
た
。
そ
の

後
、
年
代
が
降
る
と
大
谷
家
は
孫
右
衛
門→

金
十
郎→

六
左
衛
門
と
推
移
し
、
宝
永
～
享

保
年
間
頃
の
六
左
衛
門
の
時
、
住
居
を
沼
本
か
ら
寸
沢
嵐
に
転
じ
、
与
次
右
衛
門
の
跡
地

は
徐
々
に
大
谷
家
の
私
的
な
耕
作
地
に
変
化
し
て
行
っ
た
様
で
、
こ
の
事
が
寸
沢
嵐
村
に

伝
わ
る
「
江
藤
与
次
右
衛
門
伝
説
」
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
寸

沢
嵐
村
内
に
は
名
主
喜
左
衛
門
と
触
口
名
主
六
左
衛
門
と
の
出
入
や
、
若
柳
村
名
主
鈴
木

家
先
祖
と
大
谷
六
左
衛
門
先
祖
と
の
奥
畑
下
川
番
所
改
に
関
す
る
出
入
古
文
書
等
が
あ

り
、
別
の
機
会
に
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

 

三
、
「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ
」 

      

 

「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ
」
は
、
津
久
井
郷
土
資
料
館
へ
筆
者
が
郷
土
史
料

を
求
め
て
、
出
入
り
し
て
い
た
三
十
年
前
頃
、
郷
土
史
家
の
鈴
木
重
光
氏
が
書
き
残
し
た

史
料
か
ら
コ
ピ
ー
し
、
保
存
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。 

写
真
は
「
津
久
井
郡
村
名
名
盡
し
お
ぼ
く
れ
」
の
表
紙
で
あ
る
。
昭
和
四
十
六
年
四
月

一
日
に
津
久
井
郡
資
料
館
に
鈴
木
重
光
氏
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ
」
前
半
は
下
津
久
井
（
旧
城
山
町
・
津
久
井
町
）

の
小
名
を
、
後
半
は
上
津
久
井
（
旧
相
模
湖
町
・
藤
野
町
）
の
小
名
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
恋

歌
風
に
綴
っ
た
戯
歌
（
ざ
れ
う
た
）
、
ま
た
は
「
ち
ょ
ぼ
く
れ
」
「
お
ぼ
く
れ
」
「
あ
ほ

ん
だ
ら
経
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
末
期
に
「
チ
ョ
ボ
ク
レ
」
が
芸
人
に
よ
っ
て
唄
い
は
や
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

チ
ョ
ン
ガ
レ
と
も
阿
呆
陀
羅
経
と
も
言
わ
れ
、
政
治
や
世
相
を
批
判
し
、
又
、
支
配
層
に

向
け
て
辛
辣
な
痛
言
を
浴
び
せ
る
、
ざ
れ
唄
と
も
呼
ば
れ
る
。
内
容
的
に
は
風
刺
川
柳
を

初
め
、
数
え
唄
・
い
ろ
は
唄
・
く
ど
き
・
な
い
な
い
尽
く
し
等
が
あ
り
、
こ
の
「
津
久
井

郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ
」
は
政
治
世
相
の
批
判
の
内
容
で
な
い
が
、
江
戸
末
期
に
な
る

と
寺
子
屋
が
村
々
に
も
設
け
ら
れ
、
小
百
姓
や
子
女
も
入
門
す
る
事
と
な
る
が
、
多
分
こ

の
「
お
ぼ
く
れ
」
は
、
郡
村
の
名
前
や
地
名
を
容
易
に
覚
え
さ
せ
る
役
割
も
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
内
容
的
に
は
村
名
・
地
名
を
恋
事
に
譬
え
、
リ
ズ
ム
よ
く
作
ら
れ
て
い
る

の
で
、
日
常
の
大
人
の
娯
楽
的
な
「
お
ぼ
く
れ
」
だ
ろ
う
。
ま
た
、
上
津
久
井
の
「
お
ぼ

く
れ
」
最
後
に
は
「
南
無
三
寶
荒
神
様
へ
の
御
法
楽
」
、
下
津
久
井
の
最
初
に
は
「
帰
命

頂
礼
釈
迦
如
来
」
か
ら
始
ま
り
、
仏
教
的
な
色
彩
も
見
ら
れ
る
。 

作
者
に
つ
い
て
は
筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
千
木
良
の
家
号
「
な
か
み
せ
」
の
榎
本

重
右
衛
門
（
別
名
新
十
郎
）
で
、
明
治
十
八
年
に
亡
く
な
っ
た
重
右
衛
門
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
を
字
に
起
こ
し
た
人
は
鳥
屋
村
の
小
島
勝
蔵
で
、
そ
の
詳
細
は
他
村
で
あ
る

為
、
不
明
で
あ
る
。 

こ
の
「
お
ぼ
く
れ
」
が
書
か
れ
た
時
は
、
「
神
奈
川
縣
下
の
其
又
五
小
區
」
と
あ
り
、

こ
の
津
久
井
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
新
政
府
が
樹
立
さ
れ
府
藩
県
制
と
な
り
、
幕

領
地
江
川
太
郎
左
衛
門
代
官
下
、
小
田
原
藩
領
の
若
柳
村
を
除
き
一
時
、
韮
山
県
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
、
新
政
府
は
廃
藩
置
県
を
行
い
、
小
田
原
藩

や
厚
木
に
置
か
れ
た
萩
野
山
中
藩
な
ど
全
て
県
と
な
り
足
柄
県
と
な
っ
た
。
足
柄
県
と
な

る
と
、
新
政
府
は
戸
籍
法
を
発
布
し
、
県
下
に
は
大
区
小
区
制
が
設
置
さ
れ
、
足
柄
県
内

の
津
久
井
は
第
三
大
区
の
五
小
区
（
下
津
久
井
）
、
六
小
区
（
上
津
久
井
）
に
属
し
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
明
治
九
年
五
月
に
は
足
柄
県
が
廃
止
さ
れ
、
神
奈
川
県
と
な
る
と
、
移

管
後
の
津
久
井
は
大
区
が
第
三
大
区
か
ら
第
二
三
大
区
と
な
り
、
小
区
は
そ
の
ま
ま
五
小

区
と
六
小
区
で
残
っ
た
。
明
治
十
一
年
（
一
七
八
七
）
に
な
る
と
郡
区
町
村
編
成
法
で
大

区
小
区
制
が
廃
止
さ
れ
、
郡
の
下
に
町
村
が
復
活
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
緯
を
見
て
み

る
と
、
こ
の
「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ
」
の
書
か
れ
た
年
代
は
、
「
神
奈
川
縣

下
の
其
又
五
小
區
」
と
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
第

三
大
区
の
時
代
か
ら
明
治
九
年
（
一
八
七
九
）
第
二
十
三
大
区
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。 

作
者
の
榎
本
重
右
衛
門
は
、
一
部
を
手
直
し
付
加
し
た
「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く

れ
」
を
「
佛
説
阿
保
陀
羅
経
」
の
名
で
別
に
書
き
残
し
て
い
る
。
先
述
の
様
に
江
戸
後
期
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は
チ
ョ
ン
ガ
レ
が
、
阿
呆
陀
羅
経
と
言
わ
れ
た
と
あ
り
、
榎
本
重
右
衛
門
の
「
佛
説
阿
保

陀
羅
経
」
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

① 
 

當
今
神
奈
川
縣
下
の
其
又
五
小
區
津
久
井
郡
を 

村
名
盡
し
の
恋
事
ニ
た
と
へ
て
一
寸
お
ぼ
く
れ
皆
さ
ん 

聲
な
よ
初
の
御
見
ニ
お
ま
へ
お
三
井
そ
め
名
手
か 

か
ハ
い
へ
山
の
中
で
も
野
尻
の
末
で
も
新
宿
落
合 

龍
原
た
ゝ
づ
と
三
ヶ
木
ら
さ
ん
す
な
爰
ハ
柿
濵 

磯
に
あ
ハ
び
て
す
い
つ
く
よ
ふ
た
よ
前
戸
お
ま
へ
ハ 

こ
ゝ
ろ
が
長
野
で
青
野
原
か
ら
西
野
ゝ
あ
た
り 

ハ
大
雪
ふ
る
故
さ
む
く
て
な
ら
ね
へ
青
根
し
お
だ
よ 

 

② 

鳥
屋
か
く
す
る
う
ち
関
ハ
桜
野
山
吹
頃
だ
よ
夏 

の
青
山
木
ぐ
ら
い
所
が
た
が
い
に
し
よ
も
ふ
だ
石
ヶ
沢 

か
ら
猪
尾
長
竹
ふ
し
が
こ
ま
か
で
二
良
根
立
山 

中
埜
よ
ひ
の
ニ
そ
ハ
ず
の
森
戸
ハ
縁
ぎ
が
わ
る
い
よ 

土
澤
御
発
（
灸
カ
）
し
あ
つ
く
て
な
ら
な
へ
寺
澤
地
蔵
を 

一
寸
お
が
ん
で
明
日
原
で
ハ
皮
足
袋
は
く
か
よ 

猫
じ
や
根
小
屋
と
お
し
や
ま
す
け
れ
ど
も
小
網 

に
か
ゝ
つ
た
小
魚
ヲ
喰
せ
り
や
に
や
ん
と
も
ゆ
ハ
な
へ
い
つ 
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こ
れ
か
ら
は
上
津
久
井
、
旧
相
模
湖
町
・
藤
野
町
の
「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く

れ
」
で
す
。
遅
れ
ま
し
た
が
、
「
津
久
井
郡
村
名
盡
し
お
ぼ
く
れ
」
原
文
左
の
旧
漢
字
訳

に
つ
い
て
は
、
鈴
木
重
光
氏
訳
も
参
照
し
掲
載
し
て
い
ま
す
。
古
紙
の
す
り
減
り
や
、
痛

み
で
読
め
な
い
所
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。 

  

③ 

も
お
ま
へ
ハ
膳
立
上
戸
で
小
倉
さ
ん
す
り
や
葉
山 

り
升
ぞ
へ
ま
だ
あ
る
〱
谷
ケ
原
か
ら
畑
窪
久
保
沢 

原
宿
あ
ハ
せ
て
ち
ん
〱
か
も
だ
よ
た
れ
か
来
た
よ
ふ 

だ
風
間
が
吹
故
小
松
の
大
戸
だ
よ
二
人
が
中
沢 

又
野
中
埜
太
井
ニ
ほ
れ
た
が
川
和
い
ふ 

こ
ん
た
よ
奈
良
井
が
ふ
こ
ふ
と
不
津
倉
さ
ん 

し
よ
と
大
澤
こ
ら
さ
に
よ
さ
れ
る
も
ん
か
よ 

川
坂
下
れ
ば
荒
川
滿
水
舩
が
と
ま
つ 

た
南
無
三
寶
荒
神
様
へ
の
御
ほ
う
樂 

④ 

き
妙
長
来
と
ら
か
（
釈
迦
）
如
来
抑
津
久
井
の
六
小
區 

村
名
盡
し
ヲ
恋
事
ニ
た
と
へ
て
一
寸
お
ぼ
く
れ 

皆
さ
ん
聲
な
よ
お
ま
え
の
姿
ヲ
吉
野
桜
と 

見
染
た
時
よ
り
澤
井
人
だ
と
思
ひ
が
増
す
へ 

日
野
中
里
お
も
さ
つ
ぱ
り
い
と
ハ
ず
戸
千
谷 

の
奥
よ
り
ま
い
ば
ん
落
合
く
ど
い
て
見
た
れ
バ
岩 
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⑤ 

よ
り
か
た
気
な
お
ま
へ
の
こ
と
故
佐
埜
川
お
ふ 

と
ハ
ゆ
ハ
な
へ
け
れ
ど
も
和
田
し
の
こ
ゝ
ろ
は
藤
埜 

山
程
登
り
つ
見
れ
バ
人
目
の
關
野
何
ん
に
も
か
ま
ハ 

ず
小
渕
ニ
の
ろ
け
て
阪
の
上
か
ら
見
お
ろ
す
御 

茶
屋
ハ
甲
斐
と
相
模
の
堺
川
だ
よ
向
ふ 

ゑ
渡
れ
バ
名
倉
の
権
現
一
寸
お
が
ん
で
出
て
ゆ 

く
所
お
大
刀
抜
れ
て
き
ら
れ
ち
や
芝
和 

田
日
向
山
ニ
ハ
天
神
峠
だ
見
お
ろ
す
向
ハ
葛 

     

⑥ 

原
だ
よ
や
れ
〱
お
ぼ
く
れ
是
か
ら
牧
野
二
八 

の
村
だ
よ
こ
ま
か
ニ
や
ら
か
せ
馬
本
盡
し
て 

新
和
田
は
な
せ
ば
す
え
に
ハ
大
桑
ふ
う
ふ
ニ 

な
ろ
ふ
と
吉
原
た
つ
て
ハ
堂
地
だ
と
て
も 

小
津
久
盡
し
て
中
尾
に
や
ゆ
か
な
へ
用
澤 

あ
る
な
ら
ま
い
晩
来
た
さ
い
手
足
ヲ
か
ら
ん
で 

五
色
の
き
を
や
る
牧
馬
な
顔
し
て
と
ふ
な 

る
も
ん
だ
よ
お
ま
え
の
た
め
な
ら
は
だ
か
で
は
だ
し
で 
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⑦ 

篠
原
し
よ
つ
て
も
い
と
い
ハ
せ
ん
ぞ
よ
日
向
ヲ
と
ふ
る
に
や 

 
 

あ
つ
く
て
な
ら
な
へ
菅
井
か
さ
で
も
か
む
ら
に
や
な
ら
な
へ 

 
 

小
舩
ヲ
こ
ぎ
だ
し
大
川
原
え
涼
み
と
で
か
け
る 

奥
牧
野
え
新
宅
構
へ
て
伏
間
田
障
子 

 
 

ヲ
ぐ
る
り
と
た
て
こ
め
枕
ヲ
な
ん
べ
て
長
又 

 
 

あ
わ
せ
て
綱
子
も
ふ
け
て
か
あ
い
と
い
ふ
字
で 

 
 

ね
た
る
所
ヲ
ゆ
め
ニ
な
る
と
も
見
た
ら
ハ
愉
快 

 
 

よ
や
れ
〱
お
ぼ
く
れ
日
連
ヲ
ま
へ
ニ
ま
か
せ
し 

  

⑧ 
 

此
身
だ
勝
瀬
ニ
な
さ
ん
せ
鼠
阪
明
れ
ハ
山 

口
こ
へ
て
も
お
ま
へ
の
と
こ
ろ
へ
き
つ
と
行
ま
す 

 
 
 

關
口
開
け
て
ふ
ん
ど
し
は
づ
し
て
ま
つ
て
居
さ
ん
せ 

 
 
 

増
原
に
く
ふ
ハ
有
増
ま
い
ぞ
よ
お
ま
え
ハ
新 

戸
い
沼
本
川
原
の
石
の
数
程
思
ふ
か
増
ゆ
へ 

今
日
も
阿
津
も
と
若
柳
こ
ゝ
ろ
の
奥
畑 

 
 
 

あ
け
れ
バ
い
や
で
も
い
つ
し
よ
う
け
ん
め
い
清
姫 

 
 
 

さ
ん
で
ハ
わ
た
し
は
な
け
け
ど
大
じ
ゃ
ニ
な
つ
て 
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⑩ 
 

二
人
か
恋
事
の
中
埜
よ
い
の
を
与
瀬
と 

 
 
 

ゆ
た
と
て
よ
さ
れ
る
も
の
か
よ
恋
の
い
き
じ
の 

 
 
 

横
道
い
ふ
の
ハ
せ
け
ん
の
な
ら
い
だ
橋
沢 

 
 
 

か
け
て
も
と
ふ
さ
に
や
な
ら
な
へ
小
舩
こ
き
た
し
反 

 
 
 

田
と
う
れ
ば
二
か
い
か
ら
ま
ね
く
よ
見
れ
ハ
鹿
の 

 
 
 

子
の
ふ
り
袖
き
た
る
ハ
是
ハ
此
ち
の
お
女
郎
さ
ん 

 
 
 

だ
よ
そ
ん
な
谷
部
に
ハ
ゆ
か
な
へ
も
ん
た
天
奈 

 
 
 

泰
平
あ
ま
り
長
澤
皆
さ
ん
の
お
怠
屈 

  

⑨ 
 

そ
ハ
ね
ば
な
ら
な
へ
長
尾
ハ
な
れ
と
も
こ
ま
か
に 

 
 
 

堀
込
赤
馬
ひ
き
だ
し
柳
の
馬
場
に
て 

 
 
 

か
け
乗
あ
ぶ
な
へ
じ
道
と
や
ら
か
せ
冨
岡
泊
り 

で
豊
岡
片
岡
西
岡
下
れ
ば
里
見
が
原
だ
よ 

 
 
 

板
橋
渡
て
阪
澤
登
れ
ば
峠
だ
ば
は
さ
ん
小 

 
 
 

桶
で
茶
ヲ
く
め
茶
が
し
ハ
こ
が
し
だ
む
せ
づ 

 
 
 

に
や
り
な
よ
わ
は
し
の
こ
こ
ろ
の
底
澤
は
な 

 
 
 

し
て
小
原
が
た
つ
な
ら
平
野
に
御
め
ん
だ 
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千
木
良
村 榎

本
重
右
衛
門 

作 

鳥
屋
村 小

島
勝
蔵 

 
 

書 

  

四
、
第
三
回 

内
郷
歴
史
散
策
～
阿
津
地
区 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員 

石
川
次
郎 

平
成
二
十
九
年
五
月
六
日(

土)

、
三
回
目
の
歴
史
探
索
と
い
う
か
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を

実
施
し
た
。 

一
、
期
日 

平
成
二
十
九
年
五
月
六
日(

土)  

九
時 
正
覚
寺
駐
車
場
集
合 

二
、
参
加
者 

山
田
正
法
・
山
口
芳
文
・
江
藤
健
市
・
小
野
潔
・
村
田
公
男
・
柊
沢
寛
・

神
保
一
夫
・
大
谷
均
・
岡
本
征
夫
・
石
川 

の
十
人
。 

三
、
山
田
会
長
挨
拶 

四
、
山
田
会
長
が
配
布
し
た
阿
津
散
策
ル
ー
ト
図
に
よ
り
旧
鎌
倉
街
道
か
ら
出
発 

※
初
め
て
通
る
道
で
興
味
が
あ
っ
た
。
正
覚
寺
自
宅
前
か
ら
歩
き
始
め
右
側
は
崖
で
阿
津

川
、
国
道
四
一
二
号
線
を
見
な
が
ら
東
に
向
か
う
。 

※
「
落
合
の
せ
き
」(

鼠
坂
か
ら
と
関
口
か
ら
の
川
の
合
流
点)

、
「
塚
場
」(

善
乗
寺
の
墓

が
あ
っ
た
。
現
在
三
～
四
軒
の
宅
地)

を
通
り
林
間
公
園
入
口
を
横
切
り
左
手
奥
に
善

乗
寺
が
あ
っ
た
場
所
、
右
手
が
「
よ
い
き
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
を
通
る
。 

※
蚕
種
坂(

こ
た
ね
ざ
か)

は
用
木
と
大
下
の
坂
。
下
る
と
右
手
に
「
大
下
」
の
屋
号
の
山

口
屋
旅
館
が
あ
っ
た
。
明
治
四
十
三
年
、
衆
議
院
議
員
兼
東
京
市
長
の
尾
崎
咢
堂
が
内

郷
青
年
団
主
催
の
講
演
会
の
お
り
宿
泊
し
た
。 

※
右
手
に
江
戸
時
代
後
期
の
「
書
上
帳
」
に
は
日
野
屋(

新
兵
衛
が
専
左
衛
門
店
と
し

て
醤
油
造
他
の
商
い
を
し
て
い
た)

が
あ
り
、
左
手
山
側
に
は
専
左
衛
門
店
が
あ
っ

た
が
明
治
時
代
に
下
に
住
居
移
転
。
道
の
先
に
は
東
の
屋
号
の
新
五
左
衛
門
店(

草

履
・
わ
ら
じ
他
商
い)

が
あ
っ
た
。
そ
こ
を
左
の
山
に
向
か
っ
て
い
く
と
開
戸
原
が

あ
り
お
墓
も
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。 

 

※
ハ
ネ
イ
坂
か
ら
国
道
四
一
二
号
線
を
通
り
平
井
は
つ
の
墓
標
の
道
を
入
り
神
奈
川
出

店
の
市
郎
右
衛
門(

酒
屋)

の
脇
を
通
り
町
道
阿
津
・
奥
畑
線
に
出
て
阿
津
の
信
号
に

来
る
。 

 

※
お
そ
ば
坂
の
脇
道
を
上
が
り
町
道
寸
沢
嵐
・
道
志
線
を
突
っ
切
り
通
学
路
の
坂
を
上

が
り
旧
内
郷
村
役
場
を
通
り(

こ
の
上
に
四
月
に
戦
没
者
供
養
祭
が
行
わ
れ
る
招
魂

社
が
あ
る) 

 

※
反
畑
と
呼
ば
れ
る
耕
作
地
だ
っ
た
場
所
脇
を
通
り
阿
津
増
原
線
か
ら
丹
保
坂
に
入

る
。 

 

※
清
水
・
前
田
等
旧
家
、
せ
ど
田
・
桐
畑
・
増
原
台(

現
在
の
内
郷
中
学
校)

等
の
土

地
、
中
丹
保
・
新
丹
保
等
の
場
所
が
あ
る
。 

 

※
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
セ
ン
タ
ー
脇
の
阿
津
川
を
通
っ
て
大
く
ど
け
・
上
の
下
・
み
ね
え
田

と
呼
ば
れ
て
い
た
田
ん
ぼ
等
が
あ
っ
た
場
所
を
通
り
、
正
覚
寺
駐
車
場
に
戻
り
十
二

時
過
ぎ
に
な
り
解
散
す
る
。 

 

尚
、
平
成
三
十
年
五
月
の
第
四
回 

内
郷
歴
史
散
策
は
、
若
柳
地
区
で
し
た
。
そ
の
様

子
は
号
を
改
め
て
掲
載
す
る
事
に
し
ま
す
。
下
記
に
第
三
回
の
内
郷
歴
史
散
策
阿
津
地
区

の
地
字
名
や
家
号
等
の
記
載
さ
れ
た
地
図
を
載
せ
ま
し
た
。
他
地
区
の
方
々
に
は
分
か
り

づ
ら
く
、
見
に
く
い
と
は
思
い
ま
す
が
。
ご
容
赦
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
十
二
頁
下
段

に
は
上
阿
津
と
中
阿
津
の
地
図
を
掲
載
し
ま
し
た
。
ま
た
、
十
三
頁
上
段
に
は
下
阿
津
地

区
地
図
と
参
加
者
の
相
模
湖
研
究
会
会
員
と
共
に
、
正
覚
寺
本
堂
前
に
て
撮
影
し
た
散
策

前
の
記
念
写
真
を
掲
載
し
ま
し
た
。 



  

- 16 - 

 
三
ケ
木
・
寸
沢
嵐
方
面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

  

 

相
模
湖
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
Ｃ 

  

 
 

   

     

         

  

上阿津 

中阿津 

下阿津 

内郷中学校 

正覚寺 

Ｊ
Ａ
内
郷
支
所 

千
木
良
・
奥
畑
方
面 

阿津川 

鼠
坂
・
相
模
湖
方
面 

若柳・千木良方面 

ＪＡ内郷支所方面 
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平成二十九年五月六日(土) 

第三回 内郷歴史散策 阿津地区 

出発前の記念写真 

 

 

                

五
、
与
次
右
衛
門
が
極
刑
に
至
っ
た
こ
と
の
考
察 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員 

江
藤
建
市 

二
〇
一
九
年
二
月
二
十
八
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
で
放
送
さ
れ
た
『
英
雄
た
ち
の
選

択 

大
原
騒
動
（
一
七
七
一
年
～
一
七
八
九
年
）
一
万
人
が
決
起
し
た
百
姓
一
揆
「
壮
絶

な
戦
い
の
す
べ
て
」
』
を
見
て
与
次
右
衛
門
が
何
故
極
刑
の
磔
に
ま
で
至
っ
た
の
か
が
分

か
っ
た
気
が
し
た
。 

こ
の
放
送
の
内
容
を
概
説
し
よ
う
。 

 

番
組
の
司
会
者
で
あ
る
歴
史
学
者
磯
田
道
史
氏
が
こ
の
大
原
騒
動
を
取
り
上
げ
た
の
は

江
戸
時
代
全
国
に
無
数
あ
っ
た
「
百
姓
一
揆
の
パ
タ
ー
ン
の
デ
パ
ー
ト
だ
か
ら
だ
。
」
と

言
う
。 

タ
イ
ト
ル
の
大
原
騒
動
の
大
原
と
は
父
子
二
代
に
渡
る
天
領
飛
騨
高
山
の
代
官
の
名
前

で
、
大
原
騒
動
と
は
一
七
七
一
年
か
ら
一
九
年
間
に
起
き
た
三
つ
の
大
騒
動
、
す
な
わ
ち

明
和
騒
動
、
安
永
騒
動
、
天
明
騒
動
を
ま
と
め
て
指
す
。
こ
の
騒
動
に
は
幕
府
重
役
の
行

列
の
駕
籠
に
農
民
代
表
数
名
が
直
接
文
で
訴
え
る
「
駕
籠
訴
」
、
一
万
人
が
徒
党
を
組
ん

で
代
官
所
に
押
し
寄
せ
た
「
強
訴
」
、
幕
府
重
役
の
門
前
に
訴
状
を
置
い
て
逃
げ
る
「
捨

訴
」
が
含
ま
れ
る
。 

磯
田
氏
が
言
う
に
は
農
民
一
揆
に
は
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
「
為
政
者
（
代
官
を
含
む
）

が
農
民
に
新
た
な
負
担
を
迫
る→

直
接
の
担
当
役
人
（
代
官
）
を
飛
び
越
え
て
上
に
訴
え

よ
う
と
す
る→

騒
動
が
起
き
る→

騒
動
の
首
謀
者
が
見
せ
し
め
と
し
て
死
罪
に
な
る
。
」

と
言
う
の
だ
。
ゲ
ス
ト
の
歴
史
学
者
が
言
う
に
は
江
戸
時
代
、
農
民
と
領
主
（
武
士
階

級
）
と
は
一
種
の
契
約
社
会
で
良
い
政
治
を
す
る
こ
と
を
条
件
に
年
貢
を
払
う
と
言
う
暗

黙
の
了
解
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
契
約
条
件
の
変
更
（
増
税
等
）
に
は
抵
抗
す
る
。 

磯
田
氏
が
言
う
。
「
歴
史
教
科
書
は
検
地
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
さ
ら
り
と
書
く
。
し
か

し
実
際
は
検
地
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
（
為
政
者
は
）
百
姓
一
揆
を
覚
悟
で
や
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
必
ず
食
え
な
い
や
つ
が
出
て
く
る
。
あ
る
い
は
損
を
す
る
人
が
出
て

く
る
。
そ
う
な
る
と
百
姓
は
死
に
物
狂
い
で
立
ち
向
か
っ
て
く
る
。
」 



  

- 18 - 

大
原
騒
動
の
二
回
目
安
永
騒
動
の
時
は
代
官
が
検
地
を
し
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
。
最

初
は
新
た
に
開
発
さ
れ
た
田
畑
の
検
地
だ
っ
た
が
、
す
で
に
検
地
の
済
ん
だ
古
い
田
畑
ま

で
再
び
検
地
し
た
。
検
地
は
普
通
「
縄
心
」
と
言
っ
て
実
際
の
面
積
よ
り
一
割
か
ら
二
割

差
し
引
い
て
測
量
さ
れ
る
。
こ
れ
は
凶
作
へ
の
備
え
や
農
民
の
労
働
意
欲
へ
の
配
慮
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
原
代
官
は
生
真
面
目
に
実
際
の
面
積
そ
の
ま
ま
を
検
地
帳
に
記
し

た
。
す
な
わ
ち
農
民
に
と
っ
て
は
増
税
だ
っ
た
。
新
田
は
と
も
か
く
古
い
田
畑
ま
で
測
量

し
な
お
し
て
増
税
す
る
と
は
農
民
に
と
っ
て
は
約
束
違
反
で
耐
え
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。

大
原
代
官
は
こ
れ
に
よ
り
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
増
収
を
得
て
、
能
吏
だ
と
い
う
こ
と

で
幕
府
内
で
は
昇
進
す
る
。
農
民
は
神
社
に
一
万
人
を
集
め
て
抗
議
す
る
。
ゲ
ス
ト
の
学

者
が
解
説
す
る
に
は
一
万
人
も
集
ま
る
の
は
村
々
で
動
員
を
か
け
る
か
ら
で
、
不
参
加
の

場
合
は
制
裁
さ
れ
る
と
言
う
の
だ
。 

農
民
の
代
表
者
は
死
を
覚
悟
し
た
十
九
歳
の
若
者
だ
っ
た
。
代
官
は
飛
騨
高
山
の
隣
の

藩
か
ら
軍
を
借
り
て
一
万
人
の
農
民
に
向
け
て
鉄
砲
で
打
ち
か
け
て
群
衆
を
蹴
散
ら
す
。

鉄
砲
で
四
人
死
亡
、
数
百
人
が
逮
捕
さ
れ
首
謀
者
の
若
者
は
斬
首
さ
れ
た
。
結
局
騒
動
に

参
加
し
た
農
民
の
内
、
磔
四
人
、
獄
門
十
人
、
死
罪
二
人
、
遠
島
十
四
人
の
犠
牲
者
が
出

た
。 放

送
内
容
の
概
説
は
こ
こ
ま
で
に
し
よ
う
。 

与
次
右
衛
門
伝
説
（
「
寸
沢
嵐
の
昔
話
」
）
で
は
「
お
上
に
納
め
る
（
年
貢
）
租
税
の

様
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
共
、
子
供
心
に
聞
い
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
金
を
横
領

し
た
と
言
う
こ
と
で
厳
し
い
取
り
調
べ
の
上
、
遂
に
磔
の
刑
に
処
せ
ら
れ
殺
さ
れ
た
と
言

う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
横
領
と
言
っ
て
も
僅
か
ば
か
り
の
お
金
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
如
何
な
る
間
違
い
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
斯
様
な
非
業
の
最
後
を
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
は

如
何
に
当
時
が
厳
し
か
っ
た
事
か
偲
ば
れ
ま
す
。
」
と
な
っ
て
い
る
。 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
の
会
長
で
正
覚
寺
の
住
職
山
田
正
法
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
与
次
右

衛
門
の
処
刑
は
「
野
論
」
が
原
因
だ
っ
た
と
元
禄
十
二
年
（
一
六
八
九
）
の
古
文
書
に
書

い
て
あ
る
そ
う
だ
。
「
野
論
」
と
は
草
刈
り
場
の
よ
う
な
土
地
争
い
と
読
め
る
が
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。
更
に
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
の
古
文
書
に
よ
れ
ば
貴
志
家
旗
本
領
時
代

の
名
主
の
給
料
分
と
し
て
所
有
し
て
い
た
田
畑
の
帰
属
が
原
因
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る

そ
う
だ
。
し
か
し
山
田
氏
に
よ
れ
ば
後
の
時
代
な
ら
せ
い
ぜ
い
所
払
い
（
追
放
）
の
刑
く

ら
い
だ
と
言
う
。 

 

今
日
で
い
う
脱
税
に
当
た
る
訳
だ
が
、
伝
説
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
研
究
結
果
も
要
す
る
に

刑
が
重
す
ぎ
る
と
い
う
の
だ
。 

そ
れ
で
前
述
の
大
原
騒
動
の
経
緯
が
思
い
出
さ
れ
る
。 

 

貴
志
家
断
絶
に
よ
り
旗
本
領
か
ら
幕
府
天
領
に
な
る
た
め
元
和
五
年
（1

9
1

9

年
）
に

検
地
さ
れ
て
い
る
。
代
官
守
屋
氏
に
よ
り
寸
沢
嵐
村
中
の
田
畑
が
測
量
し
直
さ
れ
た
。
こ

れ
こ
そ
主
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

こ
こ
か
ら
は
根
拠
の
な
い
全
く
の
推
論
で
あ
る
。
こ
の
検
地
に
よ
り
結
果
的
に
増
税
に

な
り
多
く
の
食
え
な
い
農
民
が
で
き
た
。
そ
れ
で
寸
沢
嵐
村
の
名
主
で
あ
る
与
次
右
衛
門

は
農
民
を
代
表
し
て
代
官
と
掛
け
合
っ
た
が
折
り
合
い
が
つ
か
ず
。
代
官
を
飛
び
越
え
た

江
戸
の
役
人
に
訴
え
た
。 

そ
の
後
一
揆
が
お
き
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
「
野
論
」
と
言
う
か
ら
に
は
と
も

か
く
争
議
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
論
争
だ
け
で
な
い
ひ
と
騒
動
起
き
て
首
謀
者
の
与
次
右
衛

門
が
死
罪
を
給
わ
っ
た
と
言
う
の
が
私
の
推
論
だ
。
そ
れ
が
本
当
の
理
由
で
、
直
接
の
理

由
で
あ
る
与
次
右
衛
門
個
人
の
脱
税
な
ど
は
農
民
向
け
に
、
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
検
地
が
増
税
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
草
刈
り
場
の
よ
う
な
土
地
が

畑
と
し
て
登
録
さ
れ
て
争
い
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

ち
な
み
に
幕
府
は
公
に
は
「
一
揆
」
と
言
う
用
語
を
使
わ
な
か
っ
た
。
農
民
に
禁
じ
た

の
は
「
徒
党
（
今
日
の
結
社
）
」
と
「
強
訴
」
と
「
逃
散
」
で
あ
る
。
一
揆
は
こ
れ
ら
が

組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
だ
。
訴
訟
自
体
は
江
戸
時
代
許
さ
れ
て
お
り
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て

い
る
。 

た
だ
与
次
右
衛
門
は
「
徒
党
を
組
み
（
農
民
を
組
織
し
）
」
、
本
来
訴
え
出
る
こ
と
の

で
き
な
い
上
の
役
人
に
「
強
訴
（
無
理
や
り
訴
え
る
）
」
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
あ
る
。
役
人
は
騒
動
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
首
謀
者
を
重
刑
に
処
す
る
。
多
数
の
農
民

を
重
刑
に
処
す
る
と
田
畑
を
耕
す
農
民
が
減
っ
て
減
収
に
な
る
し
、
農
民
の
訴
え
を
受
け
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入
れ
た
場
合
で
も
代
官
の
メ
ン
ツ
を
つ
ぶ
さ
れ
た
代
償
と
し
て
少
数
の
犠
牲
者
が
必
要
な

の
だ
。
与
次
右
衛
門
は
寸
沢
嵐
村
の
名
主
を
三
十
二
年
間
勤
め
て
処
刑
さ
れ
る
こ
ろ
は
六

十
を
過
ぎ
た
爺
さ
ん
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く
死
を
覚
悟
し
て
お
上
に
抗
議
し

た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
や
っ
と
磔
に
な
っ
た
理
由
が
納
得
で
き
る
。
そ
し
て
伝
説
の
「
か
わ

い
そ
う
に
」
と
言
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
伝
説
に
あ
る
怨
念

を
鎮
め
る
た
め
の
戒
名
（
江
月
）
と
か
、
昭
和
初
期
の
村
長
さ
ん
が
慰
霊
祭
を
行
っ
た
と

言
う
「
寸
沢
嵐
の
昔
話
」
の
記
述
が
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

（
平
成
三
十
一
年
三
月
記
す
） 

   

編
集
後
記 

前
号
の
第
五
号
「
阿
比
乃
中
山
」
の
初
め
は
「
道
志
橋
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
明
治
四

十
四
年
九
月
十
五
日
の
旧
道
志
橋
開
通
式
に
つ
い
て
掲
載
し
た
。
本
年
三
月
、
第
五
号
を

津
久
井
歴
史
研
究
会
会
長
（
高
橋
石
材
㈱
会
長
）
高
橋
信
之
先
生
に
、
会
員
様
へ
と
い
う

事
で
毎
回
五
部
配
布
し
て
い
る
が
、
当
時
、
先
生
が
正
覚
寺
へ
来
寺
す
る
機
会
が
あ
り
、

見
識
あ
る
先
生
か
ら
色
々
な
貴
重
な
津
久
井
の
歴
史
問
題
点
の
話
を
聞
か
せ
て
頂
い
た
。

そ
の
中
で
、
旧
道
志
橋
の
話
が
あ
り
、
昭
和
二
十
年
の
戦
局
が
厳
し
い
時
、
多
摩
地
区
で

は
七
月
以
降
駅
な
ど
が
襲
撃
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
八
月
五
日
に
は
浅
川
駅
で
停

車
し
て
い
た
四
一
九
列
車
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
飛
行
機
か
ら
襲
撃
さ
れ
多
く
の
死
傷
者
が

出
た
事
を
、
当
時
の
駅
務
員
の
女
性
車
掌
が
語
っ
た
と
言
う
話
を
、
先
生
よ
り
資
料
・
写

真
を
見
な
が
ら
聞
か
さ
れ
た
。
列
車
襲
撃
の
翌
日
は
八
月
六
日
で
広
島
原
爆
投
下
の
日
で

あ
る
。
浅
川
駅
方
面
襲
撃
の
飛
行
機
は
「
Ｐ
５
１
マ
ス
タ
ン
グ
」
と
い
う
飛
行
機
で
、
そ

の
襲
撃
し
た
飛
行
機
マ
ス
タ
ン
グ
は
帰
還
の
時
、
旧
道
志
橋
の
橋
脚
も
襲
撃
し
、
橋
脚
の

撤
去
前
に
は
、
三
ヶ
木
側
の
三
太
方
面
の
橋
脚
一
部
に
襲
撃
の
弾
痕
が
残
っ
て
い
た
と
話

し
て
く
れ
た
。
そ
の
旧
道
志
橋
は
昭
和
三
十
九
年(

一
九
六
四)

、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

時
、
撤
去
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
本
号
で
あ
る
第
六
号
に
つ
い
て
の
編
集
後
記
に
つ
い
て
、
「
鮎
漁
つ
り
場
案

内
」
地
図
は
、
相
模
湖
、
津
久
井
湖
築
造
以
前
の
相
模
川
沿
い
の
名
勝
地
図
で
、
戦
前
生

ま
れ
の
相
模
川
沿
い
で
遊
ば
れ
た
高
齢
の
方
々
に
は
懐
か
し
い
場
所
名
が
出
て
き
て
、
興

味
が
沸
く
地
図
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

寸
沢
嵐
村
の
お
鷹
場
古
文
書
は
旧
相
模
湖
町
の
寸
沢
嵐
村
の
、
当
時
有
力
者
で
、
名
主

で
も
あ
っ
た
沼
本
大
谷
家
に
有
っ
た
古
文
書
の
一
つ
で
、
そ
れ
を
神
奈
川
県
公
文
書
館
が

手
に
入
れ
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
谷
家
は
家
康
の
関
東
入
国
の
際
、
小
身

の
旗
本
貴
志
弥
兵
衛
正
吉
が
、
若
柳
村
の
寸
沢
嵐
郷
を
私
領
と
し
て
宛
が
わ
れ
た
が
、
貴

志
弥
兵
衛
は
名
主
と
し
て
郷
内
の
江
藤
与
次
右
衛
門
を
名
主
に
し
た
。
し
か
し
、
地
方
古

文
書
で
は
江
藤
与
次
右
衛
門
は
「
野
論
」
が
原
因
で
処
刑
さ
れ
た
と
あ
る
。
詳
細
は
省
く

が
、
処
刑
後
の
与
次
右
衛
門
跡
地
を
引
継
い
で
い
っ
た
の
が
こ
の
大
谷
家
な
の
で
あ
る
。

大
谷
家
に
は
戦
前
ま
で
古
文
書
が
多
数
存
在
し
て
い
た
が
、
燃
や
し
た
り
風
雨
に
晒
さ
れ

痛
ん
だ
り
し
て
処
分
に
困
っ
て
い
た
処
、
神
奈
川
県
文
化
資
料
館
が
情
報
を
手
に
入
れ
購

入
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
中
に
在
っ
た
古
文
書
の
一
つ
が
「
② 

指
上
ヶ
申
手
形
之
事

（
県
公
文
書
館 

寸
沢
嵐
村
文
書 

状
３
）
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
「
① 

指
上
ヶ
申

一
札
之
事
（
旧
二
本
松 

大
神
田
大
三
氏
蔵
）
」
は
同
じ
寸
沢
嵐
村
の
沼
本
地
区
で
、
当

時
、
組
頭
を
勤
め
て
い
た
大
神
田
家
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
縁
有
っ
て
正
覚
寺
蔵

と
な
っ
て
い
る
。 

「
津
久
井
郡
村
名
尽
く
し
お
ぼ
く
れ
」
の
、
原
文
最
初
は
下
津
久
井
（
旧
城
山
・
津
久

井
町
）
の
村
名
や
小
名
を
恋
歌
に
譬
え
て
綴
っ
て
い
る
。
後
半
は
上
津
久
井
（
旧
相
模

湖
・
藤
野
町
）
で
、
最
初
に
「
き
妙
長
来
と
ら
か
如
来
」
と
あ
り
解
か
り
づ
ら
い
が
、
仏

教
の
「
帰
命
頂
礼
釈
迦
如
来 

き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
」
の
事
で
、

「
お
釈
迦
様
に
対
し
深
く
礼
拝
帰
依
し
、
お
釈
迦
様
を
拠
り
所
と
す
る
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
多
分
に
読
み
づ
ら
い
箇
所
も
あ
る
。
特
に
⑩
の
部
分
の
与
瀬
地
区
は
紙
の
痛
み
が

激
し
く
郷
土
史
家
・
鈴
木
重
光
氏
の
改
訳
が
と
て
も
参
考
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
千
木
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良
の
家
号
「
な
か
み
せ
」
の
榎
本
重
右
衛
門
は
、
千
木
良
住
人
の
上
津
久
井
で
あ
る
事
か

ら
か
、
上
津
久
井
関
係
の
部
分
の
村
名
小
名
が
下
津
久
井
よ
り
多
く
長
文
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
津
久
井
の
村
名
や
小
名
で
、
地
元
以
外
の
方
に
は
馴
染
み
な
い
内
容
と
な
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
村
名
部
分
を
何
回
も
読
み
直
す
と
良
く
意
味
が
理
解
で
き
、

人
に
よ
っ
て
は
か
な
り
内
容
を
解
さ
れ
る
人
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

第
三
回 

内
郷
歴
史
散
策
～
阿
津
地
区
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
六
日(

土)

に
行
わ
れ

た
。
第
一
回
は
山
口
・
関
口
地
区
、
第
二
回
は
鼠
坂
地
区
の
歴
史
散
策
で
あ
っ
た
。
第
一

回
の
山
口
・
関
口
地
区
歴
史
散
策
の
詳
細
は
、
第
四
号
に
掲
載
済
み
で
あ
る
。
歴
史
散
策

の
レ
ポ
ー
ト
は
い
つ
も
相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員
の
石
川
次
郎
氏
に
御
願
い
し
て
い
る
。 

本
誌
第
六
号
掲
載
、
相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員
、
江
藤
建
市
氏
に
よ
る
「
五 

与
次
右

衛
門
が
極
刑
に
至
っ
た
こ
と
の
考
察
」
は
、
現
在
、
筆
者
も
「
寸
沢
嵐
村
の
分
村
と
与
次

右
衛
門
伝
説
」
と
題
し
て
、
第
五
号
で
は
そ
の
二
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
が
、
地
元
寸
沢

嵐
住
人
の
江
藤
建
市
氏
は
、
ま
だ
会
社
勤
務
の
忙
し
い
中
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
「
相
州

津
久
井
県
寸
沢
嵐
村 

江
藤
氏
考
」
と
題
し
、
寸
沢
嵐
の
歴
史
や
江
藤
家
の
先
祖
・
江
藤

和
泉
頭
、
処
刑
さ
れ
た
与
次
右
衛
門
、
近
隣
の
江
藤
氏
及
び
宮
崎
氏
に
つ
い
て
考
察
を

し
、
独
自
に
そ
の
見
解
を
小
論
に
し
て
い
る
。
筆
者
も
当
時
地
域
史
研
究
の
中
で
大
い
に

参
考
に
な
っ
た
研
究
小
論
で
あ
っ
た
。
今
回
。
江
藤
氏
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
で
の

放
送
大
原
騒
動
（
一
七
七
一
年
～
一
七
八
九
年
）
一
万
人
が
決
起
し
た
と
い
う
百
姓
一
揆

の
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
当
村
、
寸
沢
嵐
村
の
江
藤
与
次
右
衛
門
処
刑
の
原
因
理
由
に
も
大
い

に
参
考
に
な
っ
た
と
い
う
事
で
、
当
方
に
連
絡
が
あ
り
レ
ポ
ー
ト
を
頂
い
た
。
解
明
さ
れ

な
い
歴
史
研
究
に
は
た
く
さ
ん
の
見
解
あ
っ
て
も
当
然
で
あ
る
。
こ
の
第
六
号
に
そ
の
レ

ポ
ー
ト
を
急
遽
掲
載
す
る
事
に
し
た
。 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員
は
常
に
募
集
中
で
す
。
直
接
、
毎
月
の
第
二
土
曜
日
、
時
間

は
夜
七
時
か
ら
九
時
迄
、
直
接
、
山
口
の
正
覚
寺
へ
お
越
し
頂
い
て
も
結
構
で
す
。
ま
た

前
も
っ
て
詳
細
を
聞
き
た
い
人
は
、
次
の
会
員
へ
ご
連
絡
し
て
頂
い
て
も
結
構
で
す
。
☎
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